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お知らせ

◦新しい保険証の有効期限は、平成30年７月31日までです。
◦�紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民福祉課
町民生活グループまでお申し出ください。

現在ご使用の保険証の有効期限が７月31日をもって満了となるため、８月
以降は使用できなくなります。７月中に新しい保険証を交付しますので、お
手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。

現在ご使用の減額認定証の有効期限が７月 31日をもって満了となるため、
８月以降は使用できなくなります。有効期間は保険証と同じく１年間です。
引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、

８月１日からは橙
だいだい

色の減額認定証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、町

民福祉課町民生活グループへ申請してください。

広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする「医
療費通知」を、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆さまへ
送付します。発送日は、９月下旬と３月下旬の年２回です。�

医療費通知の活用について
○�医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○�健康診査など、皆さまの健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
○�診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

※確定申告（医療費控除）の際の
証明としては使用できません。
※この通知は皆さまの受診状況に
ついてお知らせするもので請求書
ではありません。

＜医療費通知イメージ＞

◇ 保険証（被保険者証）が新しくなります

◇ 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります

◇ 医療費通知を全受診者へ送付します

町民福祉課�町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011‒290‒5601後期高齢者医療制度のお知らせ

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
　◦世帯全員の所得が０円の方�
��（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）�
　◦老齢福祉年金を受給されている方

受信年月 診療を受けた医療機関等 診療区分 日数 医療費総額 自己負担額
H29年１月 〇〇病院 医科外来 １ 18,000 1,800
H29年２月 〇〇薬局 調剤 １ 10,000 1,000

合　計 2,8000 2,800

新しい保険証は
黄色です

新しい減額認定証は
橙
だいだい

色です

厚真町やその近郊で働き手を募集している方、働きたい方向け
に町のホームページ内に求人情報のページができました。町内の
企業・団体の求人情報を随時受け付けています。働き手を探して
いる方は、上記までご連絡ください。
また、働く場所を探している方は、ぜひホームページをご覧く
ださい。

・トップページ〔暮らしの便利帳〕＞�求人情報
・トップページ〔しごと・起業〕＞��労働�＞�仕事を探す

胆振東部消防組合の救助隊・救急隊と、北海道防災
航空室のヘリコプターの合同訓練を町内の２カ所で実
施します。訓練場所付近の住民の方には、ヘリコプター
の飛行および離着陸による騒音等のご迷惑をおかけし
ますが、ご協力をお願いします。

なお、厚真中学校グラウンドでの訓練の様子は、見
学することできます。訓練終了後にヘリコプターの機
体展示を行いますので、ぜひご来場ください。

訓練日時　�８月３日（木）10時～11時45分頃�
※気象状況等により、８月７日（月）に延期する場合があります。

訓練場所　�〇厚幌ダム建設現場（見学できません）�
〇厚真中学校グラウンド周辺（見学できます）�
　ヘリコプター到着…10時45分頃、機体展示…11時15分頃�
※訓練見学時は安全のため現場の消防職員の指示に従って下さい。

　　　あなたは、目の前で倒れた大切な人を救えますか？
消防署では、次の通り「救急の日普通救命講習」を開催します。

日 時　�９月３日（日）�
13時30分～16時30分

場 所　錦町47－２　消防署厚真支署会議室
内 容　�応急手当の基礎知識、AEDを用いた心肺蘇生法、止血法、その他

応急手当など
対 象 者　高校生以上および再講習の方
持 ち 物　�筆記用具、印鑑�

※再講習の方は普通救命講習修了証をお持ちください。
申し込み　�９月１日（金）まで

産業経済課�経済グループ　☎ 27‒2486求人情報紹介ページができました

消防署厚真支署　☎ 26‒７11９

胆振東部消防組合消防本部防災課　☎ 26‒７100

救急の日普通救命講習を行います

北海道防災ヘリコプターとの
合同訓練の実施について

しごと・起業

くらしの便利帳


